
様式第１号（第５条関係）                      

 

山添村小水力発電システム設置補助金交付申請書 

 

 

  年  月  日 

 

山 添 村 長 殿 

 

 

（申請者）住  所                  
                            

氏   名               ㊞ 

 

電話番号                  

（平日9:00～17:00に連絡がつく番号） 

 

 

山添村小水力発電システム設置補助金交付要綱第５条の規定により、次のとおり申請しま

す。 

 

 

設置場所に 

関する事項 

設置場所 山添村大字 

設置する 

土地の所有者 

 

設置する小水力 

発電システムに 

関する事項 

小水力発電の 

公称最大出力

の合計値 

         Ｗ 

           ＫＷ  

（小数点第２位未満切捨て） 

補 助 金 の 

申 請 金 額 
               円 

添 付 書 類 

（１）申出書（様式第２号） 

（２）小水力発電システムの設置がわかる書類（工事契約書、売電契約書の

写し等）及び対象システムの設置場所の現況を示す写真 

（３）補助対象システムを設置しようとする土地の所有者が確認できる書類 

（４）補助対象システムを設置しようとする土地が申請者の所有でない場合

は、所有者の同意書 

（５）河川法の許認可手続に関する利用水利の状況調書（様式第３号） 

（６）補助対象システムを設置しようとする場所を示した地図 

（７）その他村長が必要と認める書類 

 



様式第２号（第５条関係） 
 

申 出 書 

 
  年  月  日 

 
山 添 村 長  殿 
 
 

（申請者）住  所                  

 

氏   名               ㊞  

  
 
 
私は、山添村小水力発電システム設置補助金交付要綱（以下「要綱」）第５条の規定に基づ

く補助金交付申請を行うにあたり、下記のとおり申し出ます。 
 
 

記 

 

１．対象システムが毀損され、または滅失したときは、要綱第１１条第１項の規定により、山

添村長に届出を行うこと。 

２．補助対象システムを処分しようとするときは、要綱第１２条の規定により、小水力発電シ

ステム処分等届出書（様式第７号）を村長に提出し、その承認を受けること。 

３．要綱第１３条の規定により、山添村長からデータ提供等の協力の求めがあった場合は、可

能な限り協力すること。 

４．要綱第１５条第２項に規定する返還命令が発せられた場合は、その返還対象となる金額を

期限内に山添村長に返還すること。 

５．暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員ではな

いこと。また、その者と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 
 
 
 
 
 
 
 



様式第３号（第５条関係） 

 

 

河川法の許認可手続に関する利用水利の状況調書 

 

１．利用水利の名称等 

 

級河川       水系        川          用水路 

 

管理者 

 

 

２．水利利用の目的 

 

 

 

３．取水口等の位置と取水方法 

 

 

 

 

４．使用水量等 

  （１）使用水量 最大      ｍ3／ｓ    常時      ｍ3／ｓ 

  （２）有効落差 最大      ｍ       常時      ｍ 

  （３）理論水力 最大      kw       常時      kw 

  （４）出  力 最大      kw       常時      kw 

 

５．工作物及び土地の占用 

名称又は種類 
工作物の位置 

又は占用の場所 
工作物の構造又は能力 占用面積 

   
 

    ㎡ 

 

６．土地の掘削等 

 

 

 

７．その他 

 
 
 
 



様式第８号（第１１条関係） 
 

小水力発電システム処分等届出書 

 年   月   日 
 

山 添 村 長 殿 
 

（申 請 者）住所  山添村大字             
 

（ふりがな） 

氏名                  ○印 

 

電話番号                  

 

 
山添村小水力発電システム設置補助金交付要綱第１２条第１項の規定により、次のとおり小水力

発電システムの処分等を届け出ます。 
 
 

 

交付年月日  年   月   日 番  号 第     号 

処分等の種類 

 
 
廃棄 ・ 売却 ・ 譲渡 ・ 交換 ・ 貸与 ・ 担保  
 
その他 

 

処分等の時期    年   月   日から（    年   月  まで） 

処分等の理由 

 

添付書類 

 

 


